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議
院
議
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初
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。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
の
不
正
改
造
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
遊
技
産
業
健
全
化
推
進
機
構
か
ら
警
察
庁
に
対
し
、
同
機
構
が
平
成
二
十

七
年
六
月
か
ら
同
年
八
月
ま
で
の
間
に
調
査
の
対
象
と
し
た
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
四
項
の
検
定
（
以
下
「
検
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
型
式
に
属
す

る
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
（
以
下
「
遊
技
機
」
と
い
う
。
）
と
し
て
営
業
所
に
設
置
さ
れ
た
遊
技
機
の
中
に
、
当
該
遊
技
機
が
属

す
る
と
さ
れ
た
型
式
の
遊
技
機
と
同
じ
性
能
を
有
す
る
遊
技
機
が
存
在
し
て
い
な
い
と
報
告
さ
れ
た
こ
と
及
び
日
本
遊
技
機

工
業
組
合
か
ら
警
察
庁
に
対
し
、
遊
技
機
の
製
造
業
者
が
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
と
し
て
出
荷
し
た
遊
技
機

の
中
に
、
出
荷
す
る
時
点
に
お
い
て
既
に
当
該
遊
技
機
が
属
す
る
と
さ
れ
た
型
式
の
遊
技
機
と
性
能
の
一
部
が
異
な
る
遊
技

機
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日
、
全
日
本
遊
技
事
業
協
同
組
合
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
遊
技
関

連
事
業
協
会
及
び
日
本
遊
技
機
工
業
組
合
に
対
し
、
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
と
し
て
営
業
所
に
設
置
さ
れ
た

一



遊
技
機
の
中
で
当
該
遊
技
機
が
属
す
る
と
さ
れ
た
型
式
の
遊
技
機
と
性
能
の
一
部
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
遊
技
機
を
同
年

中
に
営
業
所
か
ら
撤
去
す
る
よ
う
要
請
し
た
ほ
か
、
同
年
六
月
九
日
、
一
般
社
団
法
人
日
本
遊
技
関
連
事
業
協
会
第
二
十
七

回
通
常
総
会
に
お
い
て
、
同
趣
旨
の
要
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
原
因
に
つ
い
て
、
遊
技
機
の
製
造
業
者
が
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
と
し
て

出
荷
し
た
遊
技
機
の
中
に
、
出
荷
す
る
時
点
に
お
い
て
既
に
当
該
遊
技
機
が
属
す
る
と
さ
れ
た
型
式
の
遊
技
機
と
性
能
の
一

部
が
異
な
る
遊
技
機
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
日
本
遊
技
機
工
業
組
合
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
と
し
て
営
業
所
に
設
置
さ
れ
た
遊
技
機
の
中
で
当

該
遊
技
機
が
属
す
る
と
さ
れ
た
型
式
の
遊
技
機
と
性
能
の
一
部
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
遊
技
機
の
撤
去
を
ぱ
ち
ん
こ
業
界

全
体
で
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
撤
去
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
安
委
員
会
の
管
理
に
服
す
る
警
察
庁
長
官
が
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
を
含
む
都

道
府
県
警
察
を
指
揮
監
督
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
警
察
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
当
該
撤
去

二



の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
所
要
の
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


